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　働くことについて、さまざまな
悩みを抱えている若者やその保護
者を対象にした無料相談を行いま
す。混み合う場合がありますの
で、事前の予約をお薦めします。
お気軽にご利用ください。
■日　時　２月１５日（水）午前１０時
～正午
■場　所　役場２階相談室２０２
■対象者　１５歳から３９歳までの無
業状態の若者やその保護者
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ちた地域若者サポートステーショ
ン　�（８９）７９４７
電子メール　chitasapo@icds.jp
ホームページ
http://chitasapo.icds.jp/
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　農業委員会法の改正に伴い、農
業委員の選出方法が選挙による公
選制から、推薦された方・応募さ
れた方の中から町長が議会の同意
を得て任命する制度に変わりま
す。また、新たに農地利用最適化
推進委員が新設され、同様に推薦
された方・応募された方の中から
農業委員会が委嘱します。
　本町では、現在の農業委員の任
期が７月１９日までとなっており、
翌７月２０日から新制度に移行しま
す。そのため、新制度に関する説
明会を開催します。
■日　時　１月２０日（金）
　　　　　午後２時～午後３時
■場　所　中央公民館２０１号室
■内　容　
　▽農業委員会法の改正について
　▽農業委員などの推薦と応募方

法について
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産業観光課農政係 
�（４８）１１１１（内１２２２・１２２４）

●若者の就職に向けた
無料相談を実施

問い合わせ先

●農業委員会委員・農地利用最適化
　推進委員に関する説明会の開催

問い合わせ先
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　愛知県では、消費者を取り巻く
さまざまな問題に対応するため、
消費者行政の推進にご協力いただ
ける方を募集します。
■主な仕事
▽日常生活の中で危険と思われる
商品、不当な表示、悪質商法、
生活必需品の価格動向などの観
察・情報提供

▽アンケートの回答（年１回程度）
▽生活必需品などの需給・価格調
査（県が特に必要とした場合）

▽消費者行政に関する意見 ･要望
の提出

▽地域 ･周囲などへの消費生活に
関する情報の提供

▽研修会（年１回の予定）への出
席（交通費は自己負担）
■応募資格　県内に住む満２０歳以

●愛知県消費生活モニ
ターを募集

上の方（公務員、公職選挙法に
よる公職者を除く）

■任期・謝礼　依頼した日～平成
３０年 ３ 月３１ 日 ・ 年額１,５００円以内
（予定）

■応募方法　産業観光課または愛
知県知多総合庁舎消費生活相談
室で配布する所定の応募用紙に
必要事項を記入し、窓口で提出
するか郵送してください。応募
用紙は県ホームページ（http://

　www.pref.aichi.jp/kenmin/shohi
　seikatsu/bout/monitor.html） にも
掲載しています。
■募集期間　１月１６日（月）～２月
１７日（金）当日消印有効
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知多消費生活相談室　�（２３）３９００
〒４７５-８５０１　半田市出口町１－３６
知多総合庁舎１階

申し込み・問い合わせ先

　町の自主財源確保と地域経済の活性化を図るため「阿久比町公式
ホームページ」にバナー広告（有料広告）の掲載枠を設けています。
４月から掲載を希望する広告主を募集します。事業活動の一助に活用
してください。
■募集内容
　▽掲載位置　公式ホームページのトップページ下部
　　　　　　　※　掲載位置は阿久比町が指定
　▽掲載枠数・掲載料　１０枠・１枠月額５,０００円（税込み）
　▽規　格　大きさは縦４０ピクセル×横１６０ピクセル
　　　　　　ファイル形式はGIF または JPEG（点滅、切り替わり、

動きのあるものを除く）、データ容量は５キロバイト以下
　▽掲載期間　１カ月単位とし、複数月の申し込み可。連続して掲載

の申し込みができる期間は同年度内最大１２カ月
■募集期間　２月１日（水）～２月２８日（火）
　　　　　　※　申し込みが１０枠に満たない場合は随時募集
■応募資格と広告掲載基準　阿久比町広告掲載要綱などを参考にして
ください。（ホームページに掲載してあります。）
■申し込み方法　必要事項を記入した広告掲載申込書に広告案（デザ
イン案でも可）を添付し、郵送、電子メールで提出または政策協働
課窓口へ直接提出してください。（申込書はホームページからダウ
ンロードすることができます。）
■申し込み・問い合わせ先
　政策協働課調査広報係　�（４８）１１１１（内１３１０）
　ホームページ　http://www.town.agui.lg.jp/
　電子メール　koho@town.agui.lg.jp

ホームページに掲載するバナー広告を募集


